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重 要 事 項 説 明 書 

（居宅介護支援事業所） 

< 令和 6年 4月 1日現在 > 

 

 

社会福祉法人 秀生会 

かも居宅介護支援事業所 

電話番号  ０５５８－５５－２２０２ 

 

 

 

 

厚生労働省令第 38 号第 4 条第 1 項の規定に基づき、当時業者の居宅介護支援の提供に関し、利用者に

説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

◇◆ 目 次 ◇◆ 

 １ 事業者・事業所の概要 

 ２ 居宅介護支援の概要 

 ３ 利用料金 

 ４ サービスの終了について 

 ５ 居宅介護支援に対する苦情 

 ６ 苦情解決体制 
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１ 当事業所・事業者の概要 

（１） 名称等 

法人の名称 社会福祉法人 秀生会 

法人の所在地 静岡県富士市厚原３５９番地８ 

電話番号 ０５４５－７２－５５００ 

ＦＡＸ番号 ０５４５－７３－１１６０ 

代表者氏名 理事長  中島佳奈美 

設立年月日 平成１１年１月２５日 

 

事業所の種類 居宅介護支援事業所 

介護保険事業所番号 第２２７０１００１２２号 

指定年月日 平成１２年３月１日 静岡県指定 

事業所の名称 かも居宅介護支援事業所 

事業所の所在地 〒410-3501 静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須 2030番地の 1 

電話番号 ０５５８－５５－２２０２ 

ＦＡＸ番号 ０５５８－５５－２２１０ 

居宅管理者氏名 高橋 美代子 

事業開始年月日 平成１２年４月１日 

 

 

（２） 職員の概要 

      

職種 職員数 勤務形態 職務内容等 

管理者 １人 常勤 兼務 １人 介護支援専門員業務 

介護支援専門員 1 人 常勤 兼務 １人  

    

 

（３） 営業日及び営業時間、実施地域 

営業日 月曜日～金曜日 ただし、祝祭日・年末年始（12/30～1/3）を除く。 

営業時間 
午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分  

ただし、緊急であり必要と認められた場合はこの限りではない 

通常の実施地域 西伊豆町  
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２ 居宅介護支援の概要 

（１） 居宅介護支援の内容 

項 目 内 容、 方 法 等 

要介護認定等の申請代行 

・ 利用者の意思を踏まえ、申請に必要な援助を行います。 

・ 利用者の認定更新の申請が満了日の遅くとも 30日前に行われるよ

う必要な援助を行います。 

課題分析のためのアセスメ

ントツール 
・ ツールは全社協等を使用して、居宅サービス計画を作成します。 

居宅サービス計画の作成 

・ 介護支援専門員は、サービスの内容、利用料金等の情報を提供し、

利用者がサービスの選択をできるよう支援します。 

・ 利用者及びその家族と面接等を行い、居宅サービス計画原案を作

成します。 

・ 保険給付の対象かどうかを区分した上で、その種類、内容、利用

料について説明後、文書により利用者の同意を得ます。 

・ 利用者が、医療サービスの利用を希望している場合、その他必要

な場合は、利用者の同意を得て主治医の意見を求めます。 

居宅サービス計画作成後の

管理（居宅サービス計画の変

更等） 

・ 居宅サービス計画作成後も計画の実施状況を把握し、必要時、計画

の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を図ります。 

サービス事業者等との連絡

調整 

・ 居宅サービス計画に基づく居宅サービスの提供が確保されるよう指

定居宅サービス事業者とのサービス担当者会議、連絡調整を行いま

す。 

サービス担当者会議の開催 

・ 原則として、次に掲げる場合は、やむを得ない理由がある場合を

除き、サービス担当者会議を開催いたします。 

・ 居宅サービス計画を新規に作成する場合 

・ 要介護更新認定を受けた場合 

・ 要介護状態の区分の変更の認定を受けた場合 

・ 担当者会議において次に掲げる事項について、主治医、担当者、

その他の関係者に同意を得ている場合は、テレビ電話装置、その

他の情報通信機器の活用を可能にする。 

① 利用者の状態が安定していること。 

② 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること（家

族のサポートがある場合も含む） 

③ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない

情報について、他サービス事業との連携により情報を収集 

介護保険施設への紹介 

・ 利用者がその居宅における日常生活が困難になったと認める場合、 

 介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介

を行います。 

福祉用具・住宅改修等の相談 
・ 利用者及び家族との意思希望等を踏まえ、福祉用具・住宅改修の相

談を専門的に行います。 

訪問調査 ・ 市町村からの委託を受けて行う訪問調査を行います。 

居宅訪問回数 
・ 介護支援専門員の居宅訪問回数は、特別な事情がない限り利用者１

名に対して毎月１回以上訪問します。 
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医療系サービス利用時の主

治医へのケアプラン交付に

ついて 

・医療系サービスをケアプランに位置づける際には意見を求めた主治

の医師等に対してケアプランを交付します。 

口腔に関する問題や服薬状

況等の状態について 

・訪問介護事業所等から伝達された内容やモニタリング等の際に把握

した状態等について主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝

達を行います。 

虐待防止委員会への参加 
・虐待防止の理解を深めるため、施設内委員会や研修に参加し理解を

深めます。 

 

 

（２）居宅介護支援の利用に当って 

項 目 内 容 

入院時における医療機関と

の連携を促進について 

・入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供する

ようお願いします。 

訪問回数の多い利用者への

対応について 

・ケアマネジャーが統計的に見て通常のケアプランとりかけ離れた回

数（注略）の訪問介護（生活援助中心型）を位置付ける場合には、

市町村にケアプランを届け出ることがあります。 

サービス提供困難時の対応 

④ 介護支援専門員は、要介護認定者 39 人に対して 1 人の基準と

されておりそれを超える場合には、サービス提供が難しいこと

があります。 

⑤ 通常実施地域外の場合は、サービス提供が難しいことがありま

す。 

介護支援専門員について 

⑥ 介護支援専門員は、身分証明書を常に携帯し、利用者、家族か

ら求められた時は、これを提示します。 

⑦ 介護支援専門員は、静岡県に介護支援専門員の登録を行い、登

録番号を受けています。 

サービスの質向上のための

方法 
・ 介護支援専門員は、研修、講習等を通し、自己啓発に努めます。 

介護支援専門員を変更する

場合の対応 
・ 利用者の希望により、いつでも契約解除できます。 

秘密の保持遵守 
・ 正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者又はその家族の

秘密を保持します。 

事故発生時の対応 
・ 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発

生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとします。 

公正中立義務 

・ 利用者に提供される居宅サービスが特定の種類・事業者に偏ること

のないようにし、あくまで公正中立に居宅介護支援を提供します。 

⑧ 利用者はケアプランに位置づける居宅サービス事業所につい

て、複数の事業所の紹介を求めることが出来ます。 

⑨ 利用者は当該事業所をケアプランに位置づけた理由を求める

ことが出来ます。 

居宅サービス事業所とサー

ビス事業所の紹介、選定につ

いて 

・利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めるこ

とができます。 

・利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等

の選定利用の説明を求めることができます。 
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３ 利用料金 

（１） 利用料 原則として利用者には利用料を請求しません。 

       ただし、利用者の被保険者証に支払方法変更の記載（利用者が保険料を滞納している

ため、サービスを償還払いとする旨の記載）があったときは、１ヶ月につき下記の金

額をいただきます。この場合、当事業所でサービス提供証明書を発行しまうので、こ

の証明書を後日、市町村の窓口に提出して、払い戻しを受けてください。 

要介護度 利用料 

要介護１・２ １０，８６０円 

要介護３・４・５ １４，１１０円 

   加算体制 

初回加算 ３，０００円／月 

入院時情報提供連携加算（Ⅰ） ２，５００円／月 

入院時情報提供連携加算（Ⅱ） ２，０００円／月 

退院・退所加算（Ⅰ）イ ４，５００円／回 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ ６，０００円／回 

退院・退所加算（Ⅱ）イ ６，０００円／回 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ ７，５００円／回 

退院・退所加算（Ⅲ） ９，０００円／回 

ターミナルケアマネジメント加算 ４，０００円／月 

緊急時等居宅カンファレンス加算 ２，０００円／回 

看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 ３，０００円／回 

特別地域居宅介護支援加算 所定単位数の 15％ 

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の 5％ 

通院時情報連携加算 ５００円／月 

 

（２） 交通費 

サービスを提供する通常の実施地域にお

住まいの方 
無 料 

上記以外にお住まいの方 

実施地域を越えてから片道概ね１キロメートル

あたり       １０円 

＊中山間地域等に居住する者へのサービス提供

加算を算定する場合は除く。 
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（３） その他費用（要介護認定申請代行費） 

な し 

 

（４） 支払方法 利用者が当事業所に料金を支払うこととなる場合の支払方法については、月ごとの

清算とします。毎月 15日までに前月分の請求をしますので、30日以内にお支払い下さい。お

支払い方法は、銀行口座引落となります。 

 

４ サービスの終了について 

（１） 利用者のご都合でサービスを終了する場合 

あなたはいつでも契約を解約できますが、次の場合には、解約料をいただきます。 

ア 契約後、介護サービス計画作成

段階途中で、利用者の申し出によ

り解約した場合 

要介護１・２ １０，８６０円 

要介護３・４・５ １４，１１０円 

初回加算 ３，０００円 

入院時情報連携加算（Ⅰ） ２，０００円 

入院時情報連携加算（Ⅱ） １，０００円 

退院・退所加算（Ⅰ）イ ４，５００円 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ ６，０００円 

退院・退所加算（Ⅱ）イ ６，０００円 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ ７，５００円 

退院・退所加算（Ⅲ） ９，０００円 

ターミナルケアマネジメント加算 ４，０００円 

緊急時等居宅カンファレンス加算 ２，０００円 

（看護）小規模多機能型居宅介護事業所連携

加算 
３，０００円 

特別地域居宅介護支援加算 15％加算 

中山間地域等に居住する者へのｻｰﾋﾞｽ提供加

算 
5％加算 

イ 市町村への介護サービス計画

の届出終了後に解約した場合 
解約料はかかりません。  

この他、当事業所は、利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めるときは、直ち

に、この契約を解約することができます。 

（２） 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等、やむを得ない事情によりこのサービスの提供を終了させていただく場合がござい

ます。この場合は、サービスの提供終了１ヶ月前までに文書で利用者に通知するとともに、他

の指定居宅介護支援事業者等に関する情報を利用者に提供いたします。 



 7 

 

（３） 自動終了 

次の場合には、自動的にサービスを終了します。 

ア 利用者が介護保険施設に入院又は入所した場合 

イ 利用者の介護認定区分が、非該当、要支援１・２の場合 

ウ 利用者が亡くなった場合 

エ 利用者の居宅サービス支援を２ヶ月間停止した場合 

 

５ 居宅介護支援に対する苦情 

 当事業所の居宅介護支援及び当事業所が作成した居宅サービス計画に基づいて提供しているサー

ビスについて、サービスの内容に関すること、介護支援専門員に関すること、利用料金に関すること

など、苦情相談を承ります。お気軽にご相談ください。 

  受付時間  毎週月曜日～金曜日  ８：３０～１７：３０ 

 

その他、市町村や国民健康保険団体連合会（国保連）窓口に苦情を申し立てることができます。 

  静岡県賀茂郡西伊豆町健康福祉課      ０５５８－５２－１１１６ 

  静岡県国民健康保険団体連合会       ０５４－２５３－５５９０ 

  静岡県福祉サービス運営適正化委員会    ０５４－６５３－０８４０ 

  静岡県賀茂郡松崎町健康福祉課       ０５５８－４２－３９６６ 

  静岡県伊豆市長寿介護課          ０５５８－７４－０１５０ 

 

６ 苦情解決体制 

  当事業所では、以下のように苦情解決のための体制を整備し、実施いたします。 

＊ 「苦情申し出窓口」を次のように設置いたしております。 

１、苦情解決責任者    佐藤 友康 （施設長） 

２、苦情受付担当者    高橋 美代子（管理者 介護支援専門員） 

３、連絡先 

  静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須２０３０番地の１ かも居宅介護支援事業所 

  電話番号  ０５５８－５５－２２０２ 

４、第三者委員 

  （１）西宮 恂夫  電話番号 ０５５８－５６－０４３０ 

  （２）斉藤 チヅル 電話番号 ０５５８－４５－０８７１ 

 

＊ 苦情受付の方法 

① 苦情の受付 

苦情は、面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が受付します。なお、第三者委員に直

接苦情を申し出ることもできます。 

 

② 苦情受付の報告、確認 

苦情受付担当者が受けた苦情を、苦情解決担当者と第三者委員（苦情申し出人が第三者委員

への報告を拒否した場合を除く）に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申し
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出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 

③ 苦情解決のための話合い 

苦情解決責任者は、苦情申し出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情

申し出人は、第三者委員の助言や立会いによる話合いを次により行います。 

 ア 第三者委員による苦情内容の確認 

 イ 第三者委員による解決案の調整、助言 

 ウ 話合いの結果や改善事項の確認 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

居宅介護支援の提供に当たり、この説明書に基づいて重要事項を説明しました。 

（事業所） 

     〒410-3501 

    所在地  静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須 2030番地の 1    

 

    名 称  かも居宅介護支援事業所            

 

    説明者                       印 

 

 

この説明により、居宅介護支援に関する重要事項の説明を受けました。 

（利用者） 

    住 所                         

 

    氏 名                        印 

 

 

（家 族） 

    住 所                            

 

    氏 名                        印 


